
教児安第４５８号␣ 

令和４年９月１２日␣ 
 
 各市町村教育委員会学校安全主管課長 様 
 

千葉県教育庁教育振興部児童生徒安全課長␣␣␣␣␣ 
（公印省略）␣␣␣␣␣ 

 
保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部における  
バス送迎に当たっての安全管理の徹底について（再周知） 

 
 日頃から、学校安全の推進について御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 
 さて、過日、静岡県牧之原市において、認定こども園の送迎バスに置き去りにされ
た子供が亡くなるという大変痛ましい事案が発生しました。 

 このことについて、令和４年９月６日付け事務連絡により、文部科学省総合教育政
策局男女共同参画共生社会学習・安全課等から、別添写しのとおり通知がありました。 
 保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部（以下「幼稚園等」）におけ
る安全管理については、令和３年７月に福岡県中間市において発生した事案を受けて、
「保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部における安全管理の徹底に
ついて」（令和３年８月３１日付け教安第７４８号）で通知し、周知徹底を行ってきた
ところです。 
 つきましては、今回の事案も踏まえ、バスによる送迎について、各施設において、
業務の点検を行い、下記のとおり改めて安全管理を徹底するよう、貴管下の幼稚園に
周知をお願いいたします。 
 なお、幼稚園を設置していない教育委員会におかれましては、参考としてくださる
ようお願いいたします。 

記 
① 子供の欠席連絡等の出欠状況に関する情報について、保護者への速やかな確認 
及び職員間における情報共有を徹底すること。 

② 登園時や散歩等の園外活動の前後等、場面の切り替わりにおける子供の人数確認
について、ダブルチェックの体制をとる等して徹底すること。 

③ 送迎バスを運行する場合においては、事故防止に努める観点から、 
 ・ 運転を担当する職員の他に子供の対応ができる職員の同乗を求めることが望ま

しいこと 
 ・ 子供の乗車時及び降車時に座席や人数の確認を実施し、その内容を職員間で 

共有すること 
 等に留意いただくこと。 
④ 各幼稚園等においては、「学校安全計画」「危機管理マニュアル」について、適宜

見直し、必要に応じて改定すること。 
 
＜参照＞ 
 「学校安全の手引」 第５章 第１節 学校における体制整備（P223～224） 
           参考資料 １ 学校安全計画例（P1） 
                ３ 危機管理マニュアル例（P2） 
  

担 当 
千葉県教育庁教育振興部 児童生徒安全課 
安全班 指導主事 井桁 剛志 
電 話 ０４３（２２３）４０９１ 



教児安第４５８号␣ 

令和４年９月１２日␣ 
 
 各県立特別支援学校長 様 
 

教育振興部児童生徒安全課長␣ 
 

 
保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部における  
バス送迎に当たっての安全管理の徹底について（再周知） 

 
 過日、静岡県牧之原市において、認定こども園の送迎バスに置き去りにされた子供
が亡くなるという大変痛ましい事案が発生しました。 
 このことについて、令和４年９月６日付け事務連絡により、文部科学省総合教育政

策局男女共同参画共生社会学習・安全課等から、別添写しのとおり通知がありました。 
 保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部における安全管理について
は、令和３年７月に福岡県中間市において発生した事案を受けて、「保育所、幼稚園、
認定こども園及び特別支援学校幼稚部における安全管理の徹底について」（令和３年
８月３１日付け教安第７４８号）で通知し、周知徹底を行ってきたところです。 
 ついては、今回の事案も踏まえ、幼稚部の設置がない学校も含め、バスによる送迎
について、各学校において、業務の点検を行い、下記のとおり改めて安全管理を徹底
するよう、貴校職員等に周知願います。 

記 
① 子供の欠席連絡等の出欠状況に関する情報について、保護者への速やかな確認 
及び職員間における情報共有を徹底すること。 

② 登校時や散歩等の校外活動の前後等、場面の切り替わりにおける子供の人数確認

について、ダブルチェックの体制をとる等して徹底すること。 
③ 送迎バスを運行する場合においては、事故防止に努める観点から、 
 ・ 運転を担当する職員の他に子供の対応ができる職員の同乗を求めることが望ま

しいこと 
 ・ 子供の乗車時及び降車時に座席や人数の確認を実施し、その内容を職員間で 

共有すること 
 等に留意いただくこと。 
④ 各学校においては、「学校安全計画」「危機管理マニュアル」について、適宜 
見直し、必要に応じて改定すること。 

 

＜参照＞ 
 「学校安全の手引」 第５章 第１節 学校における体制整備（P223～224） 

           参考資料 １ 学校安全計画例（P1） 
                ３ 危機管理マニュアル例（P2） 
  

担 当 
教育振興部 児童生徒安全課 
安全班 指導主事 井桁 剛志 
電 話 ０４３（２２３）４０９１ 



教児安第４５８号␣ 

令和４年９月１２日␣ 

 

 各教育事務所長 様 

 

教育振興部児童生徒安全課長␣ 

 

 

保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部における  

バス送迎に当たっての安全管理の徹底について（再周知） 

 

 このことについて、別添写しのとおり、貴域内の市町村教育委員会学校安全主管課

長宛てに通知しましたので、御了知願います。 

 

 

 

  

担 当 
教育振興部 児童生徒安全課 
安全班 指導主事 井桁 剛志 
電 話 ０４３（２２３）４０９１ 



教児安第４５８号␣ 

令和４年９月１２日␣ 
 
 各市町村教育委員会学校安全主管課長 様 
 

千葉県教育庁教育振興部児童生徒安全課長␣ 
（公印省略）␣ 

 
保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部における  
バス送迎に当たっての安全管理の徹底について（再周知） 

 
 日頃から、学校安全の推進について御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 
 さて、過日、静岡県牧之原市において、認定こども園の送迎バスに置き去りにされ
た子供が亡くなるという大変痛ましい事案が発生しました。 

 このことについて、令和４年９月６日付け事務連絡により、文部科学省総合教育政
策局男女共同参画共生社会学習・安全課等から、別添写しのとおり通知がありました。 
 保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部（以下「幼稚園等」）におけ
る安全管理については、令和３年７月に福岡県中間市において発生した事案を受けて、
「保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部における安全管理の徹底に
ついて」（令和３年８月３１日付け教安第７４８号）で通知し、周知徹底を行ってきた
ところです。 
 つきましては、今回の事案も踏まえ、バスによる送迎について、各施設において、
業務の点検を行い、下記のとおり改めて安全管理を徹底するよう、貴管下の幼稚園に
周知をお願いいたします。 
 なお、幼稚園を設置していない教育委員会におかれましては、参考としてくださる
ようお願いいたします。 

記 
① 子供の欠席連絡等の出欠状況に関する情報について、保護者への速やかな確認 
及び職員間における情報共有を徹底すること。 

② 登園時や散歩等の園外活動の前後等、場面の切り替わりにおける子供の人数確認
について、ダブルチェックの体制をとる等して徹底すること。 

③ 送迎バスを運行する場合においては、事故防止に努める観点から、 
 ・ 運転を担当する職員の他に子供の対応ができる職員の同乗を求めることが望ま

しいこと 
 ・ 子供の乗車時及び降車時に座席や人数の確認を実施し、その内容を職員間で 

共有すること 
 等に留意いただくこと。 
④ 各幼稚園等においては、「学校安全計画」「危機管理マニュアル」について、適宜

見直し、必要に応じて改定すること。 
 
＜参照＞ 
 「学校安全の手引」 第５章 第１節 学校における体制整備（P223～224） 
           参考資料 １ 学校安全計画例（P1） 
                ３ 危機管理マニュアル例（P2） 
 

担 当 
千葉県教育庁教育振興部 児童生徒安全課 
安全班 指導主事 井桁 剛志 
電 話 ０４３（２２３）４０９１ 








